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環境基本計画

政府の定める「環境の保全に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るための環境の保全に関す

る基本的な計画」で，現行計画（第３次）は，平

成18年４月に策定された。この計画では，「環境か

ら拓く 新たなゆたかさへの道」をサブテーマに，

環境政策の新たな方向性，今後展開する取組など

を示している。

今後の環境政策の展開の方向としては，環境と経

済の好循環に加え，社会的な側面も一体的な向上

を目指す「環境的側面，経済的側面，社会的側面

の統合的な向上」などを提示している。

また，今後展開する取組として「市場において環

境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」「環

境保全の人づくり・地域づくりの推進」などを決

定し，2025年頃までに実現すべき社会を目指した

施策の方向と取組の枠組みを明らかにしている。

環境試料

放射能分析を行うため，食品に供されるもの，放

射性核種の分布等全体の傾向の把握に役立つもの，

蓄積傾向の把握等に役立つものとして採取する農

畜水産物，陸水，大気中浮遊じん，海水，陸土，

海底土等のこと。

環境の日（168ページ参照）

環境放射線

人間を含めた生物の生活環境内にある放射線のこ

とで，空間放射線及び環境試料の放射能の総称。

環境マネジメントシステム（173ページ参照）

環境リスク

人の活動によって加えられる環境への負荷によっ

て好ましくない現象や結果が生じる恐れ（可能性）

をいう。「化学物質によって生じる健康や生態系へ

の被害の可能性」や「開発や事業活動による環境

への影響の不確実な部分」など，広い意味で使わ

れている。

管理型最終処分場

産業廃棄物の最終処分場は，安定型，管理型及び

遮断型の３種類に分けられる。管理型最終処分場

は，基準に適合した汚泥，燃え殻等を埋立処分す

る施設で，埋立地からの浸出水によって地下水や

公共水域の汚染を防止するための遮水工（埋め立

て地の側面，底面に遮水シートなどを設ける），浸

出水を集める集水設備及び集めた浸出水を処理す

る施設等が必要である。

［き］
気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

人為起源による気候変動，影響，適応及び緩和方策

に関し，科学的，技術的，社会経済学的な見地から

包括的な評価を行うことを目的に，世界気象機関（Ｗ

ＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）により設立され

た組織である。各国政府を通じて推薦された科学者

が参加し，５～６年ごとにその間の気候変動に関す

る科学研究から得られた最新の知見を評価し，評価

報告書にまとめて公表する。

気候変動枠組条約（気候変動に関する国際連合

枠組条約）

地球温暖化に関する取組を国際的に協調していく

ための国際条約で，平成４年に採択され平成６年

に発効した。日本は，平成４年に署名，翌年に批

准している。本条約は，気候システムに対して危

険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準に大

気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを

目的としている。

京都議定書

平成９年，京都で第３回気候変動枠組条約締約国

会議（COP3）が開催され，2008年～2012年の間に，

温室効果ガスの排出量を1990年のレベルより先進

国全体で５％以上削減することなどを約束した「京

都議定書」が採択された。議定書では，先進各国

の削減約束が定められ，我が国は６％の削減を約

束した。議定書は，ロシアの批准により発効要件

が満たされ，平成17年２月に，採択から７年の歳

月を経て発効し，議定書を批准した先進国は，そ

の数値約束を守ることが法的な義務となった。

希少野生動植物種

個体数の著しい減少，生育・生息地の消滅などに

より絶滅のおそれがあるとして，「絶滅のおそれの

ある動植物の種の保存に関する法律」で定められ

ている動植物の種のこと。

県内の国内希少野生動物種には，アマミノクロウ

サギ，アマミヤマシギ，オーストンオオアカゲラ，

ハヤブサ，ヤイロチョウ，アカヒゲ，オオトラツ

グミ，ベッコウトンボ等が指定されている。

規制基準

工場等から排出又は排水する物質及び発生する騒

音等についての限度を定めた基準のこと。この数

値は，人の健康や生活環境への影響を考慮して定め

られている（具体的数値は各法令で定められている）。






